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●産業廃棄物とは 事業活動（公共事業等の非営利活動を含む）に伴って排出される廃棄物

事業活動に伴うごみは、家庭のごみとして出すことはできません。
（ごみの量や営利・非営利に関わらず、一般家庭のごみ以外は、事業系ごみとなります。）

産業廃棄物
①燃えがら ②汚泥 ③廃油 ④廃酸 ⑤廃アルカリ ⑥廃プラスチック類

⑧金属くず ⑩鋼さい ⑪がれき類 ⑫ばいじん

⑯動植物性残渣

⑦ゴムくず

⑲動物の死体 21輸入された
廃棄物

⑳産業廃棄物を
処分するために
処理したもの

⑱動物のふん尿

⑬紙くず ⑭木くず ⑮繊維くず 天然繊維

 

❶ 家電４品目 

❷ パソコン ❸ 消火器

デスクトップパソコン ノートパソコン

リサイクル
シール

消火器

●処理業者一覧
●指定取引所
●特定窓口
※裏面参照

テレビ家電リサイクル券 エアコン 冷蔵庫 洗濯機・乾燥機

お問い合わせ：販売店又は指定取引所（裏面）（有料）

お問い合わせ：各メーカー（有料） お問い合わせ：特定窓口（裏面）
                         （有料）

⑨ガラスくず、
　コンクリートくず
　陶磁器くず

石炭がら、焼却炉の残灰、
その他の焼却残渣等

グリーストラップ、ビルピッ
ト汚泥、工場排水や製造工程
で排出される泥状のもの

鉱物性油、動植物性油、
潤滑油、洗浄油等

廃硫酸、廃塩酸、
すべての酸性廃液等

すべてのアルカリ性の廃液

合成樹脂くず、合成繊維
くず、固形状・液状のすべて
の合成高分子化合物

生ゴム、
天然ゴムくず等

鉄を主成分とする金属材料、
又は、非鉄金属等

高炉、転炉、電気炉の
残渣等

工作物の新築、改築、又は除去
により生じたコンクリート破片、
アスファルト破片、レンガ破片等

工場の排ガスを処理して
発生したばいじん

航行廃棄物、携帯廃棄物を除く

畜産農業から排出される
牛、豚、鳥等の死体

畜産農業から排出される
牛、豚、鳥等のふん尿

建設業、出版業、新聞業、
製本業等から排出されるもの

建設業、木材製造業、家具製造業等から
排出されるもの、貨物用パレット等

建設業、繊維工場等から排出される
木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず

食料品、医薬品、香料製造業から排出
される動植物に係る固形状の不要物

傘の骨組み

廃棄物の区分

のうち、法律で定められた21種類の廃棄物をいいます。

＊事業系ごみの排出者は、廃棄物を自らの責任において正しく分別し、適正に処理する義務があります。

木製品 (注3) 資源化できない紙 注  

正しい分別は
ごみ減量の
第一歩！

生ごみ 注  

※水気は、
   しっかり切りましょう。

 
 

汚れた紙くず 

紙コップ 
合成紙 写真 

感熱紙(ファックス用紙)
 ノンカーボン紙 

ビニールコート紙 

※その他(リサイクル
   できない紙類)

●従業員の生活活動に伴い排出される「弁当がら、お菓子の包装紙(ビニール製)、カップ容器等」に限り、一般廃棄物として
   排出することができます。

❶燃やすごみ  

一般廃棄物 ●一般廃棄物とは 産業廃棄物以外の廃棄物をいいます。

 

【市の処理施設】

リサイクル可能な品目です。
正しく分別してリサイクルに取り組みましょう！

金具を取る
金具を
はずす

ビニールをはがす

取っ手を
はずす

❷資源化物  

草・木  機密文書  新聞紙 段ボール ＯＡ紙 雑誌・雑がみ  

古紙類
●資源化可能な「古紙」及び「草木」は、那覇・南風原クリーンセンターへ「燃やすごみ」として搬入することを禁止しています。

種類ごとに分別ボックスを用意しましょう。 草・木(枝)だけで、出しましょう。

収集運搬業者
任せにしないで
ください！  

ごみに関する  お問い合わせ先（電話番号） ホームページはこちら

許可等に関すること 098-951-3231

処理業者の紹介等に関すること 098-878-9360

収集運搬業者、許可等に関すること 098-951-3231

直接持込に関すること 098-882-6701

那覇・南風原クリーンセンターの受付/搬入時間
所 在 地

曜 日 午 前 午 後

毎週月曜日～土曜日 9:00～11:45 13:00～16:45

●那覇市　環境政策課

●那覇・南風原クリーンセンター

那覇・南風原クリーンセンター

産業廃棄物

一般廃棄物

受　　付

〒901-1105　島尻郡南風原町新川650番地

環境政策課 産業廃棄物グループ

（一社）沖縄県産業資源循環協会

環境政策課 一般廃棄物グループ

※年始1月1日～3日は 
　搬入できません。  

（「雑がみ」の例） 注意
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⑰動物系固形
不要物

解体処理又はと殺された
牛、豚、鳥等の処理不要物

(注3)

注

〇従業員の生活活動（昼
食など）で消費した飲料
用の空容器（缶、びん、
ペットボトル）は、市の
受入基準に適合した状態
であればエコマール那覇
リサイクル棟へ搬入する
ことができます。
（詳しくは、裏面をご確認
　ください。）

（注１）建設業に係るもの（工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。）、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業（新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。）、

　　　出版業（印刷出版を行うものに限る。）、製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものは、産業廃棄物に該当します。

（注２）食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物は、産業廃棄物に該当します。

（注３）建設業に係るもの（工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。）、木材又は木製品の製造業（家具の製造業を含む。）、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃

　　　貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット（パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。）に係るもの並びにポリ塩化ビフェニルが染み込ん

　　　だものは、産業廃棄物に該当します。

事業者の皆様、資源化物は、再生利用できるよう処理業者の受入基準を守って排出するようお願いします。

★古紙類（資源化可能なもの）⇒燃やすごみへの混入が多い「雑がみ」の分別、再資源化にご協力下さい。

★缶、びん、ペットボトル⇒中身を空にして種類ごとに透明又は半透明の袋に入れるようお願いします。

【民間の再生処理施設】

処理業者一覧
※裏面参照

那覇・南風原クリーンセンター


